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【 請 求 項 １ 】
　 ロ ッ ク と 、 キ ー と 、 ド ア が 閉 位 置 に あ る か ど う か を 検 出 す る セ ン サ と を 備 え た ド ア 用 ロ
ッ キ ン グ 装 置 で あ っ て 、 前 記 キ ー は 、 前 記 ド ア の 第 １ の 側 で 、 前 記 ド ア が 開 錠 可 能 と な る
よ う に 前 記 ロ ッ ク と 係 合 可 能 で あ り 、 そ の 後 、 前 記 キ ー は 前 記 第 １ の 側 か ら 離 れ た 前 記 ド
ア の 第 ２ の 側 で 前 記 ロ ッ ク と の 係 合 か ら 離 脱 す る こ と が で き 、 こ こ で 、 前 記 セ ン サ が 、 ド
ア が 閉 位 置 に あ る こ と を 検 出 し た 場 合 、 前 記 キ ー は 一 旦 前 記 ロ ッ ク に 係 合 す る と 単 に 取 り
外 す こ と が で き る の み で あ り 、 か つ 、 一 旦 前 記 ロ ッ ク に 係 合 す る と 、 前 記 キ ー は 前 記 ド ア
の 前 記 第 ２ の 側 で の み 離 脱 可 能 で あ り 、 こ の キ ー の 取 り 外 し は 前 記 ド ア の ロ ッ キ ン グ を 引
き 起 こ す よ う に な っ て い る こ と を 特 徴 と す る ド ア 用 ロ ッ キ ン グ 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 キ ー は カ ー ド の 形 態 を し て い る 請 求 項 １ に 記 載 の ロ ッ キ ン グ 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 キ ー は 、 こ の キ ー に 設 け ら れ た １ ま た は ２ 以 上 の 切 込 み に よ っ て 前 記 ロ ッ ク 装 置 に
係 合 す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の ド ア 用 ロ ッ キ ン グ 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 キ ー に 設 け ら れ た １ ま た は ２ 以 上 の 切 込 み は 、 前 記 ロ ッ ク 装 置 の 歯 車 に よ っ て 前 記
ロ ッ ク と 係 合 す る 請 求 項 ３ に 記 載 の ロ ッ キ ン グ 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 歯 車 は 、 施 錠 さ れ た ド ア を 開 錠 し ま た は 開 錠 さ れ た ド ア を 施 錠 す る よ う に 、 前 記 ロ
ッ ク を 作 動 す る よ う に 機 能 す る 請 求 項 ４ に 記 載 の ロ ッ キ ン グ 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 キ ー の １ ま た は ２ 以 上 の 切 込 み は 、 前 記 ロ ッ キ ン グ 装 置 の 一 部 の 動 作 を し て い る 間
、 前 記 キ ー の 前 記 ロ ッ ク か ら の 離 脱 を 防 止 す る よ う に 、 前 記 ロ ッ ク 中 へ の 前 記 キ ー の 保 持
を 可 能 と す る よ う に 機 能 す る 請 求 項 ３ に 記 載 の ロ ッ キ ン グ 装 置 。
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